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関新局⻑の就任
近畿総合通信局 幹部職員の人事異動

４月１日付けで近畿総合通信局⻑に関啓一郎（せき けいいちろう）が
就任いたしました。
なお、当局幹部職員については以下のとおりとなります。

役職 氏名 ふりがな
局⻑ 関 啓一郎 せき けいいちろう
総務部⻑ 蒲生 孝 がもう たかし
情報通信部⻑ 永利 正統 ながとし まさのり
放送部⻑ 内山 和則 うちやま かずのり
無線通信部⻑ 大野 真 おおの まこと
電波監理部⻑ 安永 望 やすなが のぞむ
総括調整官 金子 賢二 かねこ けんじ

■色は新任を表します。

関 啓一郎
近畿総合通信局⻑

平成２８年度 近畿総合通信局重点施策
いきいき関⻄ 街に暮らしにＩＣＴ

［施策の概要］
「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を踏まえ、ＩＣＴの一層の利活用により、地方創生に貢献する
とともに、放送コンテンツや地域コンテンツの積極的展開による地域の活性化、ＩＣＴベンチャーへの
支援、競争的資金の活用によるイノベーション創出及び産学官連携によるＩＣＴ研究開発の推進に取り
組みます。

地方創生にＩＣＴの分野で貢献するため、先進的な地域情報化の事例の横展開を推進するとともに、
訪日外国人に強いニーズが存在する無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備促進、地方でも都会と同じように
働ける環境を実現する「ふるさとテレワーク」の推進、日本の魅力を海外に発信する放送コンテンツ
や地域コンテンツの流通を促進します。

(1)ＩＣＴ利活用による地域の活性化
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[取組の具体的内容]
○観光・防災Wi-Fiステーション整備及び公衆無線ＬＡＮ環境整備の推進、ＩＣＴまち・ひと・
しごと創生推進事業、ふるさとテレワーク等の推進
○放送コンテンツの海外展開の推進
○学生による映像コンテスト等、地域コンテンツの流通促進

(2)ＩＣＴベンチャーの支援

学生による起業を支援することなどによってＩＣＴ分野のベン
チャー創出を図るとともに、広くＩＣＴベンチャーに関する支援
策等の周知広報を行います。

[取組の具体的内容]
○大学等の関係機関と連携したＩＣＴベンチャー育成
○「起業家万博・起業家甲子園」の開催等、ＩＣＴベンチ
ャー支援策の周知広報

(3)ＩＣＴ研究開発の推進

［施策の概要］
災害時における国⺠の生命・財産の確保に必要な情報の提供を確実に行うため、災害に強い情報通信
インフラの整備を促進します。

競争的資金の活用によるＩＣＴ分野の研究開発により、地域発のイノベーションの創出を促進すると
ともに、産学官連携による多言語音声翻訳システムの研究開発成果の社会実装を促進することにより、
関⻄におけるグローバルコミュニケーション計画やＩＣＴ産業の振興を推進します。

［取組の具体的内容］
○多言語音声翻訳システムの関⻄での実装等、産学官連携によるＩＣＴ研究開発の推進
○競争的資金によるＩＣＴ分野の研究開発（ＳＣＯＰＥ等）の推進

(1)情報伝達手段の多重化・多様化の促進

災害時の住⺠への迅速かつ多様な情報伝達を可能とするため、Ｌアラートの普及促進を図るとともに、
災害時の重要な防災情報伝達手段である市町村防災行政無線のデジタル化を促進します。

［取組の具体的内容］
○Ｌアラートの普及及び利活用の促進
○防災行政無線のデジタル化による高度化及び普及促進

ＩＣＴビジネスモデル発表会ＩＣＴビジネスモデル発表会ＩＣＴビジネスモデル発表会ＩＣＴビジネスモデル発表会
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(2)災害発生時の体制強化の支援
災害発生時に必要となる情報の提供手段を確保するため、中波放送の災害対策のため中継局整備等を

行う自治体及び放送事業者等への支援、漁業無線を活用した非常通信訓練の実施、自治体に対する災害
発生時に備えた支援活動、災害対策用の移動通信機器・移動電源車の貸与、防災体制に関するコンサル
テーションを実施します。

［取組の具体的内容］
○中波放送の災害対策等の支援
○情報通信ネットワークの強靱化の推進
○漁業無線を活用した非常時等における通信確保の促進
○災害対策用移動通信機器の貸与等の実施
○自治体への防災関連情報の提供やコンサルテーションの実施

［施策の概要］
⻘少年に急速に利用が進むスマートフォンやインターネットを安心・安全に利用するための活動を関
係機関等と連携しながら取り組むとともに、電気通信サービスの消費者トラブル解決の支援等を通じて、
誰もが安心・安全に利用できるＩＣＴ環境づくりに取り組みます。

(1)インターネットリテラシー向上の取り組み

児童や生徒をはじめ、その保護者、教職員等がインターネット
を安心・安全に利用することができるよう、自治体等の関係者と
幅広く連携し、情報の共有化、周知啓発活動を強化します。

[取組の具体的内容]
○安心・安全なインターネット利用等に向けた「春のあんしん
ネット・新学期一⻫行動」の展開
○「ｅ−ネットキャラバン」の実施
○「情報通信の安心安全な利用のための標語」の募集や関係
団体等と協働した周知啓発

(2)電気通信サービスの消費者トラブル解決の支援

電気通信サービスの消費者トラブルの円滑な解決を図るため、関係団体等との連携を確保しつつ、情
報提供・情報共有を行います。

ｅｅｅｅ----ネットキャラバン認定講師講習会ネットキャラバン認定講師講習会ネットキャラバン認定講師講習会ネットキャラバン認定講師講習会

漁業用無線を活用した非常通信訓練漁業用無線を活用した非常通信訓練漁業用無線を活用した非常通信訓練漁業用無線を活用した非常通信訓練
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［施策の概要］
地域のニーズに的確に対応した電波利用と無線システムの普及を促進するとともに、快適で安心・安
全な社会生活を支えるための良好な電波利用環境の維持・整備に努めます。

(1)地域における電波利用の促進

地域発の電波利用を促進するため、研究機関等を対象としたニーズ調査等を実施して特定実験局の利
用拡大、調査研究案件の発掘を行うとともに、既存の電波利用システムの適切な周波数再編成等に取り
組みます。
また、船舶のより安全な航行を実現する船舶共通通信システム等の普及促進、携帯電話の不感地域解
消など地域における電波利用を促進します。

［取組の具体的内容］
○地域における電波利用ニーズの発掘とその実現に向けた取組
○携帯電話エリア外地域の解消の促進
○海上の安全向上に係るシステムの普及促進
○７００／９００ＭＨｚ帯の周波数再編

(2)重要無線通信への妨害源の迅速な排除

私たちの安心・安全を支える放送、警察、消防、鉄道等
の重要無線通信に対する妨害が発生した場合、直ちに対応
できるよう常に即応体制を維持します。また、内外の要人
が参加する大規模イベント等の開催時には特別電波監視体
制によって重要無線通信妨害の発生防止に努めます。

［取組の具体的内容］
○重要無線通信妨害への迅速な対応
○重要な国際会議等における特別電波監視の実施

[取組の具体的内容]
○近畿電気通信消費者支援連絡会による関係者の情報共
有の促進
○地域の消費生活センター等との連携強化

近畿電気通信消費者支援近畿電気通信消費者支援近畿電気通信消費者支援近畿電気通信消費者支援連絡会連絡会連絡会連絡会 →→→→

写真左：電波監視システム写真左：電波監視システム写真左：電波監視システム写真左：電波監視システム センタ局センタ局センタ局センタ局

写真右：電波監視システム写真右：電波監視システム写真右：電波監視システム写真右：電波監視システム アンテナアンテナアンテナアンテナ
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(4)良好な電波利用環境の維持・向上のための周知・啓発等

良好な電波利用環境を育成するため、あらゆる機会を通じて、電波利用ルールの周知・啓発や基準不
適合設備に係る製造業者等への協力依頼を行い、電波法違反の未然防止に努めます。また、広く一般の
方を対象に電波の安全性に関する正しい情報の周知・啓発を行うとともに、医療機関に対して安心・安
全な電波利用のための情報提供を行います。

［取組の具体的内容］
○「電波利用環境保護周知啓発強化期間」を中心とした周知・啓発の推進
○基準不適合設備に関する一般消費者への注意喚起及び製造・販売業者等への要請
○電波の安全性に関する周知・啓発
○医療機関における安心・安全な電波利用のための情報提供

〒540 -8795
大阪市中央区大手前1-5-44

大阪合同庁舎第１号館
ＴＥＬ： 06(6942)8508 
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/

編集・発行

近畿総合通信局
総務部総務課
企画広報室

災害情報共有システム
（Ｌアラート）

総務省は、「公共情報コモンズ」が新たな発展モデルに進化することを

踏まえ、国民に分かりやすい「災害情報共有システム（Ｌアラート）」という

名称を導入しました。

http://www.fmmc.or.jp/commons/

(3)不法・違法無線局排除に向けての取組

国⺠生活に不可欠な良好な電波利用環境を維持するため、申告
等に基づき電波を監査して不法・違法無線局に対処するとともに、
捜査関係機関と協力して不法無線局の共同取締りを実施し、良好
な電波利用環境の維持に努めます。

［取組の具体的内容］
○不法無線局排除のための捜査関係機関との共同取締りの実施
○不法・違法無線局対策の強化

今年度の近畿総合通信局施策に、皆様方のより一層の
ご支援、ご協力をお願い申し上げます。

規制用無線局の運用規制用無線局の運用規制用無線局の運用規制用無線局の運用
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